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主 要 判 決 紹 介 ・ 解 説
≪知的財産高等裁判所≫
審決取消請求事件

（実測データの残差から明細書中の効果を僅かに満たさない試料も「おおよそ
所望の」効果を得られるとしてサポート要件を認めた事例）［上］（全２回）

−知財高判令和４年（行ケ）第10057号、第10054号【ランプ】＜本多裁判長＞、令和６年４月25日判決言渡−

【本判決の要旨、若干の考察】

１．特許請求の範囲（請求項１）
「…複数のＬＥＤチップの各々の光が前記ランプの最外郭を透過したときに得られる輝度分布の半値

幅をｙ（ｍｍ）とし、隣り合う前記ＬＥＤチップの発光中心間隔をｘ（ｍｍ）とすると、1.09ｘ≦ｙ≦
1.49ｘの関係を満たす、ランプ。」

２．判旨抜粋
「本件明細書に接した当業者は、…本件パラメータが1.09＜ｙ／ｘであれば、粒々感を抑制するとい
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